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に公募を行うこととしています。このため、今後、種々の変更が生じ得

。ることを承知願います



1

食品健康影響評価技術研究応募要領
はじめに

この要領は、食品安全委員会食品健康影響評価技術研究実施要領（平成１７年５月

１８日食品安全委員会事務局長決定）第６の規定に基づき、食品健康影響評価技術研

究（以下「リスク評価研究」という。）の課題を募集することを目的とします。

なお、食品安全委員会は、研究課題の募集を行い、これに応募された課題の中から

研究課題を決定します。

採択された応募者は、原則として、所属する研究機関が国の委託契約を結んでから

当該リスク評価研究を実施することとなります。

第１ 応募資格等

１ 応募資格

応募資格を有する者は、次のいずれかに該当する者とします。

（１）国以外の研究機関（大学、試験研究機関等をいう。以下同じ）に所属し応募

に係る課題の研究について当該研究機関において研究を取りまとめる研究者

（２）国の研究機関に所属し、研究委託費の管理及び経理に係る事務を所属する研

究機関の長に委任することについて、同意を得ることができる研究者

２ 応募の制限等

（１）重複応募による審査除外

次のいずれかに該当する場合は審査の対象から除外されます。

ア 同一課題名又は内容で、既に国や独立行政法人が運用する競争的資金やその

他の研究助成等による採択を受けている場合、又は採択が決定している場合

イ 類似性の高い研究で既に国や独立行政法人が運用する競争的資金やその他の

研究助成等による採択を受けている場合、又は採択が決定している場合につい

て、提案課題との役割分担や仕分けが応募書類に明確に記載されていない場合

ウ 同一の者が２件以上の研究課題に応募した場合（ただし、分担者として複数

の異なった研究課題に参画することを妨げません。）

（２）不正による応募の制限

リスク評価研究は、国や独立行政法人が運用する競争的資金制度の一つとし

て位置付けられています。したがって、本制度へ応募に際しては、「競争的資

金の適正な執行に関する指針」(平成１７年９月９日 競争的資金に関する関係

府省連絡会申し合わせ)(別添資料参照)に基づき、次のとおり応募を制限しま

す。

不正使用及び不正受給を行った場合の制限ア 競争的資金の

本制度及び他府省等の競争的資金制度において資金の不正使用又は不正受給

を行ったために、委託費又は補助金等の全部又は一部を返還させられた研究課

題の研究者及びそれに共謀した研究者は、一定期間、本制度の主任研究者及び

分担研究者になることはできません。
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研究上の不正行為を行った場合の制限イ

本制度及び他府省等の競争的資金制度による研究論文・報告書等において、

研究上の不正行為があったと認定された場合で、不正行為に関与した者及び不

正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文・報告書等の責

任者としての注意義務を怠ったこと等により、一定の責任があるとされた者に

ついては、一定期間、本制度の主任研究者及び分担研究者になることはできま

せん。

第２ 研究の概要等

１ 募集する研究課題

食品安全委員会は、食品の安全性の確保の観点から緊急性・重要性が高く、研

究の成果が評価手法の策定等に資するものとして、毎年度、研究領域を設定し、

それに対応した研究課題を募集することとします。

２ 実施期間

研究の実施期間は、１研究課題につき原則として３年以内とします。

なお、毎年度実施する中間評価の結果に基づき、実施期間が短縮されることが

あります。

３ 研究体制

研究課題の応募を行う研究者（以下「主任研究者」と総称する。）は、次に掲

げる要件を満たすものとします。

① 研究実施計画の企画及び立案並びに当該研究の成果を総括できること。

② 研究の進行管理、研究に参画する関係機関との相互調整、委託契約に係る事

務の管理（知的所有権の管理を含む。）その他研究の管理を行う能力を有する

こと。

③ 研究を実施するために十分な時間を継続的に確保することができること。

なお、主任研究者は、研究の一部を他の研究者に分担させることができます。

第３ 応募手続等

１ 応募書類

研究課題の応募には、次の①から④までの書類等（以下「応募書類等」とい

う。）が必要です。

① 応募書類チェックシート

② 研究実施計画（書類及び電子ファイル）

③ 主任研究者証明書又は事務委任承諾書

④ 受付通知用はがき及び課題採否通知用封筒

なお、応募書類等は別添の様式を用いることとし、同様式は、食品安全委員会

のホームページからダウンロードすることができます。また、応募書類等の作成

に当たっては、ワードプロセッサー又は表計算用ソフトウェアを使用してくださ

い。
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２ 応募期間、応募先等

応 募 期 間：（平成１９年）

１月１５日（月）～２月１３日（火）【必着】

応 募 先：〒100-8989

東京都千代田区永田町２－１３－１０

プルデンシャルタワー６Ｆ

内閣府食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課調査係

電 話：０３－５２５１－９１８６

（留意事項）

・応募書類等を郵送するときは、当該応募書類等が応募期間内に到着するようにし

てください。また、ファックス及び電子メールは応募に用いることができません。

・研究実施計画に不備がある課題は、研究課題候補の選定対象から除外する場合が

あります。

・提出された応募書類等は、返却し、又は差し替えることができません。

・応募書類等を受け付けた後１週間は、当該応募書類等の内容について確認等の連

絡を行うことがありますので、主任研究者に連絡が取れるようにしてください。

・応募を受け付けた後、受付番号を受付通知用はがきに記載して返送します。

第４ 研究課題の決定等

１ 審査の方法及び手順

（１）採択候補研究課題の選定

採択候補研究課題の審査及び選定は、食品健康影響評価技術研究運営委員会

（以下「研究運営委員会」という。）が、次に定めるところにより書面審査及

びヒアリング審査を実施して選定します。

ア 書面審査（１次審査）

書面審査は、研究運営委員会の評価担当委員が、提出された応募書類等に

ついて、研究領域又は研究課題ごとに実施します。評価担当委員の氏名は、

研究課題の決定まで公開しません。

イ ヒアリング審査（２次審査）

ヒアリング審査は、書面審査の結果を基に、対象となる課題を選定した上

で、当該研究課題に係る主任研究者に対して実施します。

食品安全委員会事務局長（以下「事務局長」という。）は、ヒアリング審

査の日程等を対象となる課題に係る主任研究者に通知するとともに、ヒアリ

ング審査対象課題の受付番号を食品安全委員会のホームページに掲載します。

審査は非公開で行われ、対象となる課題に係る主任研究者の利害関係者は、

審査を行うことができないこととなっています。

（２）研究課題の決定

研究運営委員会で選定された採択候補研究課題から、食品安全委員会におい

て、研究課題を決定します。
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２ 審査基準

「第１ 応募資格等」及び別紙「評価項目及び評価基準」について審査します。

３ 日程

平成１９年２月中旬～２月下旬 （予定） 書面審査（１次審査）

平成１９年３月２０日又は２３日（予定） ヒアリング審査（２次審査）

平成１９年４月上旬 （予定） 研究課題の決定

４ 課題の採否の通知

事務局長は、提出された課題の研究課題としての採否を、研究課題の決定後速

やかに、当該課題に係る主任研究者に通知します。

なお、課題の研究課題としての採否についての電話等による照会には、回答す

ることができません。

５ 研究課題の登録

決定された研究課題は、総合科学技術会議の政府研究開発データベースに登録

されます。

６ 他の研究助成等を受けている場合の措置

国や独立行政法人が運用する競争的資金やその他の研究助成等を受けている場

合(応募中のものを含む)には、研究実施計画書の様式に従ってその内容を記載し

ていただきます。これらの研究提案内容やエフォード（研究充当率）等の情報に

基づき、競争的資金等の不合理な重複及び過度の集中があった場合、研究課題の

不採択となる場合があります。また、これらの情報に関して不実記載があった場

合、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分となる場合があります。

第５ 委託契約等

１ 委託契約の締結

（１）国は、国以外の研究機関に属する主任研究者の提出した課題が研究課題とさ

れた場合には、主任研究者の属する研究機関の長との間で委託契約を締結する

こととします。

（２）国は、国の研究機関に所属する主任研究者の提出した課題が研究課題とされ

た場合には、主任研究者との間で委託契約を締結することとします。この場合、

研究委託費の管理及び経理に係る事務を所属する研究機関の長に委任していた

だきます。

なお、主任研究者の属する研究機関は機関経理に相応しい仕組みを備えてい

る必要があります。
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２ 契約時に必要な書類

応募課題が研究課題とされたときは、次の書類を事務局長に提出してください。

① 年次計画

② 請書

③ 委託研究実施計画書

提出された書類に不備があるときは、委託契約を締結することができません。

委託契約は単年度の契約ですので、研究が終了するまで毎年度締結する必要が

あります。

３ 再委託契約の締結

主任研究者が研究の一部を他の研究者に分担させる場合、国との委託契約を締

結した者（以下「受託者」という。）と研究の一部を分担した者（以下「分担研

究者」という。）の間で再委託契約を締結する必要があります。その場合、再委

託の内容については国の委託契約に準拠してください。ただし、１の (1)に該当

する主任研究者と同一の研究機関に属する分担研究者に分担させる場合は、再委

託契約を締結する必要はありません。

４ 研究委託費

研究委託費の額は、予算の範囲内で、単年度当たり１研究課題につき４千万円

を限度とし、研究課題と併せて決定します。

研究委託費の内訳は、次に定める経費とします。

（１）直接経費（研究の実施及びその成果の取りまとめのために必要となる次の経

費をいう。以下同じ。）

① 試験研究費

・備品費(通常備えておくべき機器(ＰＣや基本的な研究機器)は除く)

・賃金（単純労務に服する者に対するものに限る。）

・消耗品費

・雑役務費

・印刷製本費等

② 研究員旅費（研究に携わる研究員の調査、連絡、成果報告会への出席等に

要するものに限る。）

③ 人件費（原則として新たに追加する非常勤研究員職員に限る。）

④ 諸謝金（外部の有識者等に対する研究に係る出席謝金に限る。）

⑤ 委員等旅費（外部の有識者等に依頼する研究の協力に係る旅費に限る。）

（２）間接経費（研究の実施に関連して間接的に必要とする経費であり、管理部門、

研究部門その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等の研究の実施を支え

るものをいう。以下同じ。）

また、間接経費は、直接経費の額の３０％に相当する額を上限として計上す

ることとし、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」（平成１３年４

月２０日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）（別添資料参照）に

基づいて、適正な執行を図ってください。

（３）再委託費（研究の一部の再委託に要する経費をいう。ただし、分担研究者に

委託する場合に限る。）
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（４）消費税（地方消費税を含む。）

５ 委託契約の解除

受託者がこの要領の規定に違反したとき又は不適切な経理を行ったときは、委

託契約が解除されることがあります。

第６ 研究の成果

１ 実績報告

受託者は、実施した研究に係る実績報告書を当該契約が満了する日までに、事

務局長に提出してください。また、研究運営委員会は、必要と認めたときは、主

任研究者から研究内容について報告を受けることとします。

２ 知的財産権の帰属

研究を実施し、特許権、著作権等の知的財産（知的財産基本法（平成１４年法

律第１２２号）第２条第２項の知的財産権をいう。以下同じ。）が発生した場合

であって、受託者が次の①から③までの条件を遵守したときは、当該知的財産権

の帰属を当該受託者又はその主任研究者とすることができます。

① 知的財産権を生ずべき研究の成果が得られたときは、当該知的財産権の出願

を行う３０日前までに事務局長に報告すること。

② 事務局長が公共の福祉のために特に必要があるものと認めて要請するときは、

国に知的財産権を無償で利用する権利を許諾すること。

③ 知的財産権については、その活用が図られることが重要なことから、相当期

間に亘り活用されていない場合において、事務局長が特に必要があるものと認

めて要請するときは、第三者に当該知的財産権を無償で利用する権利を許諾す

ること。

受託者が研究の一部を再委託することにより発生する知的財産権の帰属も、同

様の条件により分担研究者とすることができます。

３ 刊行等

主任研究者又は分担研究者は、研究の実施状況及び結果の全部若しくは一部を

発表し、刊行し、又は雑誌等に掲載するときは、当該研究の成果である旨を明記

してください。

また、研究の完了後５年以内に、その結果又は経過の全部若しくは一部を発表

し、刊行し、又は雑誌等に掲載した場合には、その刊行物又はその別刷１部を添

えて、その旨を事務局長に届け出てください。

４ 成果の公表

主任研究者が取りまとめた研究の成果の報告書は、食品安全委員会のホームペ

ージ等で公表し、広く関係者への普及が図られます。

５ 健康危険情報

主任研究者は、研究の過程において、国民の生命、健康に重大な影響を及ぼす

情報（以下「健康危険情報」という。）を把握したときは、速やかに事務局長へ



7

連絡してください。

また、分担研究者に対しても、研究の過程において、人への健康危険情報を把

握したときは、速やかに主任研究者へ連絡すべきことを周知してください。

第７ 研究の評価

食品安全委員会は、２年以上の実施期間を要する研究について、毎年度、中間

評価を実施して、研究課題の達成度等を評価し、次年度以降に研究を継続するこ

との要否を判断します。

中間評価において研究課題の達成が困難であると判断したときは、次年度以降

の委託契約を行わないことがあります。

また、食品安全委員会は、研究について、その終了後速やかに、事後評価を実

施します。

事務局長は、中間評価及び事後評価の結果を、当該評価の対象となった研究に

係る主任研究者に通知します。

第８ 報告等

食品安全委員会は、受託者、主任研究者及び分担研究者(以下「受託者等」と

いう。)から、研究の実施状況若しくは経理の状況を知るために必要な報告を徴

し、又は受託者等に対し、研究の実施状況若しくは経理の状況を知るために特に

必要な資料の提出を求めることがあります。

また、食品安全委員会は、研究の健全な運営を確保するため必要があると認め

るときは、受託者等による研究の実施状況又は経理の状況を検査することがあり

ます。

第９ その他

リスク評価研究は、国や独立行政法人が運用する競争的資金制度の一つとして

位置付けられています。したがって、本制度への応募に際しては、「競争的資金

の適正な執行に関する指針」(平成１７年９月９日 競争的資金に関する関係府省

連絡会申し合わせ)(別添資料参照)に基づき、次のとおり対応します。

１ 「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除を行うための措置

「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除を行うために必要な範囲内で、応

募内容の一部を国や独立行政法人の他の競争的資金担当者に情報提供を行う場合

があります。

不正使用及び不正受給への対応２

本制度において研究費の不正な使用等を行った場合、当該研究者及びそれに共

謀した研究者の不正の内容を 情報提国や独立行政法人の他の競争的資金担当者に

供します。また、悪質な事案についてはその概要を公表することがあります。そ

の結果、他の競争的資金制度において申請及び参加が制限される場合があります。
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３ 研究上の不正行為への対応

本制度による研究論文・報告書等において、研究上の不正行為があったと認定

された場合、不正行為の悪質性等を考慮しつつ、本制度の研究委託費の全部又は

一部の返還を求めることがあります。

また、本制度による研究論文・報告書等において、研究上の不正行為があった

と認定された場合で、不正行為に関与した者及び不正行為に関与したとまでは認

定されなかったものの、当該論文・報告書等の責任者としての注意義務を怠った

こと等により、一定の責任があるとされた者については、 を、当該研究不正の概要

に情報提供します。その結果、他の競国や独立行政法人の他の競争的資金担当者

争的資金制度において申請及び参加が制限される場合があります。

この応募要領に関する問い合わせ先

(研究費の不正使用等の情報についても受け付けます)

〒100-8989 東京都千代田区永田町２－１３－１０

プルデンシャルタワー６Ｆ

内閣府食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課調査係

電 話：０３－５２５１－９１８２又は９１８６(熊谷、川端)

ＦＡＸ：０３－３５９１－２２３６

ホームページアドレス http://www.fsc.go.jp



9

（別紙）

評価項目及び評価基準

評 価 項 目 評 価 基 準

・食品健康影響評価に関する研究であること。

・研究領域の趣旨との整合性、科学的意義、技術的意義について評価

する。

Ⅰ 研究の必要性 ・研究領域の趣旨に沿った研究内容となっているか、その整合性につ

ついて評価する。

・関連分野の研究の実施状況を踏まえ、独創性、新規性又は実用性に

ついて評価する。

・研究体制の妥当性について評価する。

・研究計画の妥当性を含む以下の点について評価する。

Ⅱ 研究の妥当性 ・研究の方法、計画 ・研究の実施期間、コスト

・研究者の能力 ・分担研究者の役割分担

・研究者の実績 ・研究の体制

・研究目標の明確性、既存の研究蓄積、研究手法等を勘案し、研究の

Ⅲ 研究成果の 実施期間内における目標の達成可能性について評価する。

有用性 ・研究の成果の普及性及び波及性並びに汎用性における発展可能性を

含む有用性について評価する。




